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１．ガイドライン策定の背景

知的財産
・平成27年5⽉に、研究開発における
「知的財産マネジメントガイドライン」を策定
・平成27年７⽉より、運⽤開始
・データは⼀般的に知的財産権では保護されず、
ガイドラインの対象外

 国(経産省・NEDO等)の委託研究開発における知的財産と研究開発データの取扱い

現 状

研究開発データ
・特段の運⽤指針等なし
・各受託者の判断や、必要に
応じて受託者間で取り扱い
を定めて管理

平成３０年以降

引き続き、着実な運⽤を
継続、定着

知的財産マネジメントに関する
ガイドラインの別冊として
データマネジメントに関する

運⽤ガイドライン
を策定

環境の変化（検討の背景）
・研究開発データの有効活⽤に関する期
待や意識の⾼まり

・膨⼤な研究開発データの取得また
は収集が可能となり、研究開発
データの持つ価値が向上

・プロジェクト参加者間でのデータ
の共有やルール化の重要性が向上

成果を最⼤限事業化



２．研究開発データのマネジメントのイメージ
委託者（経産省原課・NEDO等）

プロジェクト参加採択前 プロジェクト開始前・期間中 プロジェクト終了後

⼤学 データ合意書

企業

企業

国⽴研究所

DMP（データマネジメントプラン）＝取得・収集したデータの概要・サイズ・提供⽅針等を記載したもの
データ合意書＝プロジェクト参加者間でのデータの利⽤許諾等をルール化したもの

DMP

DMP

DMP

データマネジメント
に係る基本⽅針
の提⽰

⾃主管理
データ

委託者指定
データ

受託者
第三者への
データの提供

Ｂ社

Ａ社
研究者

Ｃ社

委託者指定
データ

⾃主管理
データ

オープン可能な
⾃主管理データ

※委託者指定データが
無い場合は不要

データ共有
DMP

DMP

DMP

DMP

受託者は
公募に応募

委託契約書の締結
・データマネジメントに係る基本⽅針の遵守
・委託者指定データの取扱い※

データカタログ
の公表（委託者）

データの利⽤状況
のフィードバック



３．研究開発データのマネジメントの基本的考え⽅
 データの利活⽤の促進
 プロジェクト参加者間でのデータの共有、ルール化による事業成果の最⼤化
 知財権同様に、委託事業により発⽣するデータについても委託者のマネジメントの対象として取扱いを定める

ＰＪで⽤いるデータ

ＰＪの資⾦で取得⼜は収集するデータ ＰＪに関係なく保
有しているデータ

委 託 者 受 託 者

委託者指定データ ⾃主管理データ ⾮管理データ

①広範な流通を⽬的とした
データ

交通情報データ、⼈⼯衛
星画像データ、オープン
サイエンスデータなど

②ＰＪ参加者以外の
第三者にも共有可
能なデータ

(ＰＪ外提供⾃主管理データ)

共有することで
経済的価値や付加価
値向上が期待される

データなど

③ＰＪ参加者間のみ
で共有するデータ

(ＰＪ内共有⾃主管理データ)

④⾃者のみで活⽤
するデータ

(⾮共有⾃主管理データ)

⑤特に管理を要
せず破棄する
データ

⑥ＰＪに関係なく
受託者が以前か
ら保有している
データＰＪ推進上、共

有すべきデータ
など

競争⼒の源泉であり、
早期の事業化に資す
るデータなど

あらかじめ
指定

受託者の申告に基づき委託者が判断（承認）

公共性 ⼤ 競争性 ⼤（ＰＪ参加者間で取扱いを協議＊）

維持負担等を
考慮し破棄す
るデータなど

委託者のマネジメントの対象とするデータ 対象としないデータ

①②データマネジメントプラン（ＤＭＰ）
を作成

③④別途定める簡略化
した様式も可

⑤⑥ＤＭＰの作成は求めない

委託者（経産省原課・ＮＥＤＯ等）へ提出

＊：原則、委託者（国）も協議に参加


